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      告     示 

○土壌汚染対策法による区域の指定の解除（環境保全課）                        ２ 

○都市計画区域区分の変更に係る縦覧（都市計画課）                          ２ 

 

      公     告 

○農業振興地域の区域変更（農業構造政策課）                             ２ 

○開発工事の完了（建築課）                                     ３ 

 

      教育委員会訓令 

○職員の勤務時間及び休憩時間に関する規程の一部を改正する訓令（総務課）               ４ 
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◎群馬県告示第６号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定により、令和５年群馬県告示第５０号により

指定した特定有害物質によって汚染されている区域の全部について、当該指定を次のとおり解除する。 

  令和６年１月１２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除する区域 邑楽郡大泉町いずみ一丁目３０８６番１４の一部 

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の 

基準に適合していない特定有害物質の名称 ふっ素及びその化合物 

３ 講じられた汚染の除去等の措置 土壌汚染の除去 

 

 

 

◎群馬県告示第７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

太田都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和６年１月１２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 太田都市計画区域区分 東金井工業団地南地区、富若西地区及び新田東部工業団地

 西地区 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 太田市東金井町、富若町、只上町、東今泉町、新田小金井町の

 各一部 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課、群馬県太田土木事務所及び太田市都市政策部都市計画課 

 

 

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、太田農業振興地域の

区域を次のとおり変更する。 

令和６年１月１２日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

  変更後の太田農業振興地域は、太田市の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。 

１ 都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和６年群馬県告示第７号）後の都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）に基づく市街化区域 

２ 平成１７年３月２７日現在の太田市の区域のうち、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第４条第１項及び第

６条第１項の規定による一級河川利根川及び渡良瀬川の河川区域 

３ 昭和３２年建設省告示第７７５号による都市計画法第１１条第１項第２号の規定による太田都市計画公園第１

号公園（東山公園）及び第２号公園（西山公園）の区域 

 

■ 公  告 

■ 告  示 
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和６年１月１２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 佐波郡玉村町大字川井字守理忍社巡１１７６、１
１８３、１１７６先 

佐波郡玉村町大字川井１１８５番地２ 
加藤沙織 

２ 邑楽郡大泉町大字寄木戸字稲荷林４０３－１、４
０４－６ 

東京都西東京市東伏見三丁目６番１９号 
タクトホーム株式会社 代表取締役 小寺一
裕 

３ 邑楽郡千代田町大字上中森字東鍋田３８５、３８
７－１、３８７－２、３８８－１、３８８－２、
３９２－１、３９２－２、３９３、３９４、４０
０－１、４００－２、４０１－１、４０１－２、
４０２－１、４０３、４０４－１、４０４－２、
４０５－１、４０５－３、４０６、４０８－１、
４０８－３、４１０、４１２－１、４１２－２、
４２０－１、４２０－２、４２１－１、４２１－
２、４３４－２、４３４－４、４３７－１、４３
７－２、４３８－２、４３８－５、４４５－１、
４４５－２、４４６－１、４４６－２、４４９－
５、４４９－６、４５３、字西鍋田６５２－１、
６５２－２、６５３－２、６５３－３、６５６、
６６３、６６５、６６６、６７０－２、６７１、
６７２－２、６７３－１、６７９－１、７０１－
１、７０１－２、字谷端７６３、７６７－１、７
７５－１、７７５－２、７８４－１、７８４－
２、７８７－１、７８９－１、７８９－３、７９
１－１、７９１－３、７９３－２、７９４－１、
７９４－２、１８０３－１、１８０３－２、１８
０４－１、１８１３－１、１８１５－２、１８１
７－１、１８１８－３、字大船戸８５９－２、字
東鍋田３８５地先水路、３８８－１地先水路、３
９２－１地先水路、３９２－２地先水路、４０６
地先水路、４１０地先道路の一部、４２０－１地
先水路、字西鍋田６５６地先水路、６５６地先無
地番、６７３－１地先水路、７０１－１地先水路
の一部、字谷端７７５－１地先水路、７７５－２
地先水路、７８４－１地先水路、７８４－２地先
水路、７９４－１地先水路、７９４－２地先道路
の一部、１８０４－１地先水路、１８１５－２地
先水路 

前橋市大手町一丁目１番１号 
群馬県企業管理者 中島啓介 
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よ
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令
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六
年
一
月
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馬
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育
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会
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育
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員
の
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務
時
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の
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職
員
の
勤
務
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休
憩
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間
に
関
す
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よ
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第
三
条
第
三
項
中
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勤
務
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、
」
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に
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事
務
局
総
務
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長
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総
務
課
長
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と
い

う
。
）
が
別
に
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め
る
と
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ろ
に
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り
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「
次
に
掲
げ
る
」
を
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り
、
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を
削
り
、
同

条
第
四
項
中
「
休
憩
時
間
は
、
」
の
下
に
「
総
務
課
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
加
え
、

「
次
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
各
号
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                     

                     

■ 
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